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「改善すべき点」に対する改善報告への審議結果 

 

※検討所見以外は提出された改善報告書のまま記載しています。 
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■改善すべき点への対応について 
 
改善すべき点（１） 
（１）改善すべき点が指摘された『中項目』 
   ３ 医療人教育の基本的内容 

 
（２）指摘事項 

ヒューマニズム教育・医療倫理教育において、総合した目標達成度評価のための指

標は設定されていないので、これを設定し、それに基づいた適切な評価を行う必要が

ある。 
 
（３）本評価時の状況 

ヒューマニズム教育・医療倫理教育について、学生の成績は、授業態度、レポート、

発表内容、筆記試験の点数などで評価している。評価指標は、それぞれの授業科目毎に

設定されており、シラバスの「評価方法・基準」欄に明示されている。ただし、ヒュー

マニズム教育・医療倫理教育全体を通して関連科目の学習成果を総合した目標達成度

評価のための指標は設定されていない。 
 

（４）本評価後の改善状況 
総合的な学修成果の評価のための「薬剤師として求められる基本的資質」に対応する

ルーブリックを既に作成してあったため（助言(13)参照）、令和４年度より当該ルーブ

リックを実際に活用して、３年次以上の薬学科学生に対して学修成果の評価を毎年度

初頭に行うよう改善を行った。具体的には、各学生がルーブリックを参照して学修成果

に関する自己評価を行い、その結果を所定の評価シートに記入して学生の所属分野の

主任教員に提出する。主任教員は評価シートの内容を確認し、必要に応じて加筆修正を

行った上で、評価シートを薬学部教務担当に提出する。上記のルーブリックには、コア

教育成果として「医療の担い手としての使命感・倫理観を持って行動できる」「患者・

生活者の QOL を理解し、その向上に努めることができる」等の項目が含まれており、ヒ

ューマニズム教育・医療倫理教育に関する総合的な目標達成度の評価が行えるように

なっている（資料 1, 2）。 

 

（５）改善状況を示す根拠となる資料等（以下に記述した資料は別添のとおり） 
資料 1 第 1289 回薬学部教授会（令和４年４月 27日）資料及び議事要録 

資料 2 「薬学科学生（３年生以上）の学修成果の評価について」（令和５年４月 26

日 薬学部教員宛メール） 
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検討所見 

 改善すべき点（１）は、本評価時において、ヒューマニズム教育・医療倫理教育

について、総合した目標達成度評価のための指標の設定と、それに基づいた適切な

評価が行われていなかった状況に対して、改善を求めたものである。 

 この指摘に対して、大学は上記（４）の対応をとり、令和４年度より総合的な学

修成果の評価のための「薬剤師として求められる基本的資質」に対応するルーブリ

ックを活用して、３年次以上の薬学科学生に対してヒューマニズム教育・医療倫理

教育に関する総合的な目標達成度の評価を毎年度行うようにした。 

 以上のことは上記（５）の根拠資料から確認できたので、指摘された問題点は改

善が進みつつあると判断する。今後は２年次までの学生にも実施を拡大し適切な評

価が行われることを期待する。 
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改善すべき点（２） 
（１）改善すべき点が指摘された『中項目』 
   ３ 医療人教育の基本的内容 

 
（２）指摘事項 

コミュニケーション能力および自己表現能力を身につけるための教育において、関

連科目の学習成果を総合した目標達成度評価のための適切な指標は設定されていない

ので、これを設定し、それに基づいた適切な評価を行う必要がある。 

 
（３）本評価時の状況 

薬学人として社会で活躍できる能力（ジェネリック・スキル）を学生に身につけさせ

るため、１年次後期に「ジェネリックスキル概論」を開講している。また、１年次前期

開講の「早期体験学習」では相手の話を傾聴して相手の話に共感する他、グループでの

議論や意見を整理して発表を行っている。これらの科目の評価は、学生が e-Portfolio 

を介して提出したレポートに基づいて行っている。また「ジェネリックスキル概論」で

は、授業の中で受験したＰＲＯＧテストの結果から、各学生が自身のリテラシーとコン

ピテンシーのレベルを分析することができるようにしている。ただし、これらの科目に

おいては評価指標が科目ごとに設定されており、関連科目の学習成果を総合した目標

達成度評価のための適切な指標は設定されていない。 

 

（４）本評価後の改善状況 
前項に記した通り、令和４年度より「薬剤師として求められる基本的資質」に基づい

て作成したルーブリックを活用して、３年次以上の薬学科学生に対して学修成果の評

価を毎年度初頭に実施する取組みを開始した。同ルーブリックには、コア教育成果とし

て「患者、患者家族、医療チームのメンバーと相互理解ができる」「チーム医療に必要

な情報を多職種のメンバーと共有できる」等の項目が含まれており、コミュニケーショ

ン能力および自己表現能力に関する総合的な目標達成度の評価が行えるようになって

いる（資料 1, 2）。 
 

（５）改善状況を示す根拠となる資料等（以下に記述した資料は別添のとおり） 
資料 1 第 1289 回薬学部教授会（令和４年４月 27日）資料及び議事要録 

資料 2 「薬学科学生（３年生以上）の学修成果の評価について」（令和５年４月 26

日 薬学部教員宛メール） 
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検討所見 

改善すべき点（２）は、本評価時において、コミュニケーション能力および自己

表現能力を身につけるための教育について、総合した目標達成度評価のための指標

の設定と、それに基づいた適切な評価が行われていなかった状況に対して、改善を

求めたものである。 

 この指摘に対して、大学は上記（４）の対応をとり、令和４年度より総合的な学

修成果の評価のための「薬剤師として求められる基本的資質」に対応するルーブリ

ックを活用して、３年次以上の薬学科学生に対してコミュニケーション能力および

自己表現能力に関する総合的な目標達成度の評価を毎年度行うようにした。 

 以上のことは上記（５）の根拠資料から確認できたので、指摘された問題点は改

善が進みつつあると判断する。今後は２年次までの学生にも実施を拡大し適切な評

価が行われることを期待する。 
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改善すべき点（３） 
（１）改善すべき点が指摘された『中項目』 
   ４ 薬学専門教育の内容 

 
（２）指摘事項 

シラバスにＳＢＯｓが示されていない科目や、科目全体についての大雑把な記述だ

けで各回の授業内容の対応が示されていない科目も見られるので、「到達目標」の欄

などに履修内容に対応してＳＢＯｓを記載するよう改善する必要がある。 
 
（３）本評価時の状況 

各授業科目のシラバスについては、「授業計画書（ シラバス）データ入力の留意事

項」が全教員に周知されており、その「到達目標」の欄に当該科目の履修内容に対応

するＳＢＯ、また「各回の授業内容」の欄には授業回毎の内容に対応する薬学教育モ

デル・コアカリキュラムＳＢＯがおおむね記載されている。ただし、シラバスにＳＢ

Ｏｓが示されていない科目や、科目全体についての大雑把な記述だけで各回の授業内

容の対応が示されていない科目も見られる。 
 

（４）本評価後の改善状況 
当該指摘事項については、他の指摘事項と併せて教授会の協議題やメールでの通知

によって複数回にわたって授業担当教員に周知し、シラバスの記載についての改善を

求めた。また、毎年度のシラバスの作成にあたっては、授業担当教員に対してあらため

て「授業計画書（シラバス）データ入力の留意事項」（資料 3）を配付し、「授業の概要」

欄または「学修目標」欄、および「各回の授業内容」欄にＳＢＯｓを記載するよう徹底

を図った。なお本評価後に、シラバスの形式の一部が全学的に変更され、従来の「到達

目標」の欄の名称は「学修目標」に変更されている（資料 4）。 

 

（５）改善状況を示す根拠となる資料等（以下に記述した資料は別添のとおり） 
資料 3 令和５年度 授業計画書（シラバス）データ入力の留意事項 

資料 4 令和５年度開講 薬学科専門科目シラバス 
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検討所見 

改善すべき点（３）は、本評価時において、シラバスにＳＢＯｓが示されていない

科目や各回の授業内容とＳＢＯｓとの対応が示されていない科目があった状況に対

して、改善を求めたものである。 

 この指摘に対して、大学は上記（４）の対応をとり、シラバスの作成にあたっては、

授業担当教員に対して「授業計画書（シラバス）データ入力の留意事項」を配付し、

「到達目標」欄および「各回の授業内容」欄にＳＢＯｓを記載するよう徹底を図った。 

 以上のことは上記（５）の根拠資料から確認できたので、指摘された問題点は改善

されたものと判断する。 
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改善すべき点（４） 
（１）改善すべき点が指摘された『中項目』 
   ４ 薬学専門教育の内容 

 
（２）指摘事項 

科目の全部あるいはその一部に独自性を持つ科目においては、その独自性がシラバ

スで確認できるよう、シラバスの記載方法を改善することが必要である。 

 
（３）本評価時の状況 

薬学科の薬学専門教育は、薬学教育モデル・コアカリキュラムのＳＢＯｓの内容を超

えた内容をもつ大学独自の特色あるカリキュラムを構築しており、薬学生としての心

構え、リテラシー、接遇やコンピテンシー、人材教育、キャリアプランについて学ぶ「ジ

ェネリックスキル概論」、最新の発生遺伝学・発生医学研究を学ぶ「発生生物学」、薬局

薬剤師の今後の方向性や最先端で活躍する薬局薬剤師の活動について学ぶ「地域薬局

学」、ＴＤＭ対象薬の薬物動態に加え、薬物動態の個人差に関わる身体的特徴等の患者

背景に基づいた投与設計を学ぶ「臨床薬物動態学」などの科目が配置されている。さら

にこれらの科目以外についても、「薬学英語Ⅰ」、「薬学英語Ⅱ」、「物理化学Ⅲ」、「分析

化学Ⅲ」、「生薬学」、「病態生理解剖学」、「免疫学」、「微生物化学Ⅰ」、「微生物化学Ⅱ」、

「発生生物学」、「衛生薬学Ⅰ」、「薬理学Ⅰ」、「薬理学Ⅱ」、「薬理学Ⅲ」、「臨床検査学」、

「薬物処方学」など、多数の専門教育科目がその授業内容の一部に薬学教育モデル・コ

アカリキュラムの範疇に収まらない大学独自の履修内容が含まれている。ただし、これ

らの科目あるいは科目の一部の独自性はシラバスでは確認することができない。 

 

（４）本評価後の改善状況 
前項と同様、毎年度のシラバスの作成にあたっては授業担当教員に対して「授業計画

書（シラバス）データ入力の留意事項」（資料 3）を配付し、シラバスの記載内容に遺漏

がないよう注意喚起を行っている。薬学教育モデル・コアカリキュラムの範疇に収まら

ない大学独自の履修内容については、シラバスの「授業概要」欄または「学修目標」欄

にその具体的な内容を記載するよう周知徹底を図っている。現行（令和５年度）のシラ

バスでは、上記に列挙されている科目を含め、大学独自の履修内容を含む全ての科目の

シラバスに当該内容が記載されている（資料 4, 5）。 

 

（５）改善状況を示す根拠となる資料等（以下に記述した資料は別添のとおり） 
資料 3 令和５年度 授業計画書（シラバス）データ入力の留意事項 

資料 4 令和５年度開講 薬学科専門科目シラバス 

資料 5 大学独自の履修内容を含む薬学科専門科目一覧 
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検討所見 

改善すべき点（４）は、本評価時において、独自性を持つ科目について、その独

自性がシラバスで確認できなかった状況に対して、改善を求めたものである。 

 この指摘に対して、大学は上記（４）の対応をとり、シラバスの作成にあたって

は、授業担当教員に対して「授業計画書（シラバス）データ入力の留意事項」を配

付し、薬学教育モデル・コアカリキュラムの範疇に収まらない大学独自の履修内容

については、シラバスの「授業概要」欄または「学修目標」欄にその具体的な内容

を記載するよう周知徹底を図った。 

 以上のことは上記（５）の根拠資料から確認できたので、指摘された問題点は改

善されたものと判断する。 
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改善すべき点（５） 
（１）改善すべき点が指摘された『中項目』 
   ５ 実務実習 

 
（２）指摘事項 

実務実習事前学習において、総合した事前実習全体としての目標達成度を評価する

ための指標は設定されておらず、指標を設定して適切に評価するよう、改善すること

が必要である。 

 
（３）本評価時の状況 

「実務準備実習」は４年次後期に実施しているが、関連する講義科目として４年次前

期に「薬事関係法規」、「地域薬局学」を開講し、さらに、「実務準備実習」終了後の５

年次前期に「実習前総括講義」および「薬物処方学」を開講することによって、実務実

習事前学習の学習効果を高め、効果的な「病院実務実習」「薬局実務実習」の実施が可

能になるよう配慮している。「実務準備実習」の評価はレポート・発表などの成果物や

実技の評価により、実務実習事前学習において修得すべき知識、技能、態度の評価を実

施している。ただし、これらの各科目についての評価方法と基準については定められて

いるが、それらを総合した事前実習全体としての目標達成度を評価するための指標は

設定されていない。 

 

（４）本評価後の改善状況 
令和３年度より、事前学習に関する概略評価表（ルーブリック）を作成し、設定さ

れた目標達成度の指標に基づく成績評価を導入している（資料 6, 7）。 

 
（５）改善状況を示す根拠となる資料等（以下に記述した資料は別添のとおり） 

資料 6 事前学習ルーブリック 

資料 7 令和５年度「実務準備実習」シラバス 
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検討所見 

改善すべき点（５）は、本評価時において、事前実習全体としての目標達成度を

評価するための指標の設定と、それに基づく適切な評価がなされていなかった状況

に対して、改善を求めたものである。 

 この指摘に対して、大学は上記（４）の対応をとり、令和３年度より、事前学習

に関する概略評価表（ルーブリック）を作成し、設定された目標達成度の指標に基

づく成績評価を導入している。 

 以上のことは上記（５）の根拠資料から確認できたので、指摘された問題点は改

善されたものと判断する。 
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改善すべき点（６） 
（１）改善すべき点が指摘された『中項目』 
   ５ 実務実習 

 
（２）指摘事項 

薬局実務実習において、一部の薬局で週５日で９週間での実習が行われており、薬

局実務実習日数として実務実習モデル・コアカリキュラムで求められている標準の実

習日数（週５日で 11 週間）より不足しているので、薬局実務実習日数として実務実

習モデル・コアカリキュラムで求められている日数より短くならないように、学生、

実習施設の指導者、教員の間の連携を強化し、実務実習が適正に実施されるよう、改

善が必要である。 

 
（３）本評価時の状況 

「薬局実務実習」では土曜日も含めて週６日の実習、すなわち９週間に 54 日の実習

実施日を設けており、標準の 11 週間で週５日の実習を行った場合と同等の実習日数を

確保しているとしている。しかし、週６日で９週間の実習実施期間が徹底されておらず、

一部の薬局において週５日で９週間での実務実習が行われており（保険薬局として５

施設、学生数として薬局実務実習受講生総数 55 名のうちの 10 名）、薬局実務実習日

数として実務実習モデル・コアカリキュラムで求められている標準の実習日数（週５日

の 11 週間、実務日数 55 日）より不足している。 

 

（４）本評価後の改善状況 
本評価の翌年度（平成 31／令和１年度）の５年次生から、薬学教育モデル・コアカ

リキュラム（平成 25 年度改訂版）に準拠したカリキュラムが適用されている。同カリ

キュラムにおいては薬局実務実習のスケジュールの見直しを図り、従来の土曜日実習

を行わず、11 週間で週５日の実習を行う形式に変更した。これにより、現在は全学生

について標準の実習日数を確保できている。令和５年度については、8 月 21 日(月)〜

11月 2日(木)の 11週間が薬局実務実習の期間に設定された（資料 8）。 

 
（５）改善状況を示す根拠となる資料等（以下に記述した資料は別添のとおり） 

資料 8 令和５年度 熊本大学薬学部実務実習スケジュール 

 

 

 

 

 



- 12 - 
 

 

検討所見 

改善すべき点（６）は、本評価時において、一部の薬局で、週５日で９週間での実

習が行われており、薬局実務実習日数として実務実習モデル・コアカリキュラムで求

められている標準の実習日数（週５日で 11 週間）より不足していた状況に対して、

改善を求めたものである。 

 この指摘に対して、大学は上記（４）の対応をとり、従来の土曜日実習を行わず、

11週間で週５日の実習を行う形式に変更し、令和５年度については、8月 21日(月)

〜11月２日(木)の 11 週間が薬局実務実習の期間に設定された。 

 以上のことは上記（５）の根拠資料から確認できたので、指摘された問題点は改善

されたものと判断する。 
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改善すべき点（７） 
（１）改善すべき点が指摘された『中項目』 
   ５ 実務実習 

 
（２）指摘事項 

薬局・病院実務実習評点表において採点基準が定められていないので、採点基準を

定めるよう、改善することが必要である。 

 
（３）本評価時の状況 

実務実習の評価は、指導薬剤師による総括的評価の評価点、ポリクリ実習指導教員の

評価点に「e-Portfolio」の「日報」「週報」、学生による自己評価「形成的評価」に関

する学生の所属分野教員による評価点を合わせ、「薬局実務実習」、「病院実務実習」そ

れぞれについて評価している。ただし、薬局・病院実務実習評点表の点に対する基準が

定められていない。 

 

（４）本評価後の改善状況 
平成 31（令和１）年度の実務実習より、「薬局実務実習」と「病院実務実習」におけ

る指導薬剤師による評価、および「病院実務実習」の一環として実施するポリクリ実習

における指導教員の評価にルーブリックを活用することで採点基準を定めた。薬局実

務実習および病院実務実習に対応するルーブリックのパフォーマンスレベルを基準と

して、各到達度に基づいて指導薬剤師が最終的に０〜４の５段階評価を行うこととし

ている（資料 9）。 

 
（５）改善状況を示す根拠となる資料等（以下に記述した資料は別添のとおり） 

資料 9 e-ポートフォリオ 実務実習到達度評価(ルーブリック)項目一覧 

 

検討所見 

改善すべき点（７）は、本評価時において、薬局・病院実務実習評点表において採

点基準が定められていなかった状況に対して、改善を求めたものである。 

 この指摘に対して、大学は上記（４）の対応をとり、平成 31（令和１）年度の実務

実習より、「薬局実務実習」と「病院実務実習」における指導薬剤師による評価、お

よび「病院実務実習」の一環として実施するポリクリ実習における指導教員の評価に

ルーブリックを活用することで採点基準を定めた。 

 以上のことは上記（５）の根拠資料から確認できたので、指摘された問題点は改善

されたものと判断する。 
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改善すべき点（８） 
（１）改善すべき点が指摘された『中項目』 
   ６ 問題解決能力の醸成のための教育 

 
（２）指摘事項 

問題解決型学習と位置付ける各科目には評価指標が設定されているものの、問題解

決能力の醸成に向けた総合的な目標達成度の指標や評価基準が設定されていないので、

卒業研究を含めた問題解決能力の醸成に関する科目を総合した目標達成度の指標を設

定して、適切に評価するよう改善することが必要である。 
 
（３）本評価時の状況 

授業内容の一部または全部が問題解決型学習に位置づけられる科目として、「ジェネ

リックスキル概論」、「医療倫理学Ⅰ」、２年次の「導入実習」、「物理系薬学実習Ⅰ」、３

年次「医療倫理学Ⅱ」、「物理系薬学実習Ⅲ」、卒業研究としての「特別実習」などがあ

る。このように、１年次から６年次まで継続して履修する講義・演習科目、実習および

卒業研究により、問題解決能力の醸成が体系的かつ効果的に実施されている。ただし、

これらの各科目には評価指標が設定されているものの、問題解決能力の醸成に向けた

総合的な目標達成度の指標や評価基準が設定されていない。 
 

（４）本評価後の改善状況 
令和５年度より、４年次以上の薬学科学生を対象として、問題解決能力の評価を毎年

度初めに実施する体制を整えた（資料 10, 11）。具体的には、学生の所属分野の教員

（「特別実習」の指導教員）が、「特別実習」における学生の状況、および特別実習以外

で問題解決型学習に位置づけられる科目の単位修得状況を勘案し、Association of 

American College and Universities (AAC&U) の「問題解決力に関する VALUEルーブ

リック」に基づいて到達度の評価を行うこととした。評価結果は所定の評価シートに記

入した後、薬学部教務担当に提出する。学生個人毎に作成される評価シートにより、当

該学生の４年次から６年次までの問題解決能力に関する総合的な目標達成度の推移が

把握できるようになっている。 

 
（５）改善状況を示す根拠となる資料等（以下に記述した資料は別添のとおり） 

資料 10 第 1302 回薬学部教授会（令和５年３月 22日）資料・議事要録 

資料 11 薬学科学生（４年生以上）の問題解決能力の総合的評価について（教員

向け通知メール：令和５年４月 26日） 
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検討所見 

改善すべき点（８）は、本評価時において、問題解決型学習の科目について、問題

解決能力の醸成に向けた総合的な目標達成度の指標や評価基準の設定とそれに基づ

く適切な評価が行われていなかった状況に対して、改善を求めたものである。 

 この指摘に対して、大学は上記（４）の対応をとり、令和５年度より、４年次以上

の薬学科学生を対象として、学生の所属分野の教員が、「特別実習」における学生の

状況、および特別実習以外で問題解決型学習に位置づけられる科目の単位修得状況

を勘案し、「問題解決力に関する VALUE ルーブリック」に基づいて到達度の評価を行

うこととした。 

 以上のことは上記（５）の根拠資料から確認できたので、指摘された問題点は改善

が進みつつあると判断する。今後は３年次までの学生にも実施を拡大し適切な評価

が行われることを期待する。 
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改善すべき点（９） 
（１）改善すべき点が指摘された『中項目』 
   ８ 成績評価・進級・学士課程修了認定 

 
（２）指摘事項 

成績評価がいくつかの方法で行われている科目において、最終成績に寄与する各評

価方法の割合や評価基準が明記されていない科目があるので、明記するように改善す

ることが必要である。 
 
（３）本評価時の状況 

科目における成績評価は、定期試験での成績、小テストの成績、レポートの内容、授

業への積極的参加態度の評価などの方法、あるいはそれらの方法を組み合わせるなど、

各科目に適切な方法で行われており、その評価方法については、個々の評価方法の最終

成績に対する寄与率とともに、おおむね各科目のシラバスの「成績評価の基準と方法」

の欄に明記されている。試験問題、答案などの成績判定に関する資料は授業担当教員に

より保管・管理されている。ただし、個々の評価方法の最終成績に対する寄与率の記載

のない科目もある(「分析化学 I」、「物理化学Ⅲ」、実習科目など)。 
 

（４）本評価後の改善状況 
毎年度のシラバスの作成にあたっては授業担当教員に対して「授業計画書（シラバス）

データ入力の留意事項」（資料 3）を配付し、シラバスの記載内容に遺漏がないよう注

意喚起を行っている。複数の方法で成績評価を行う科目については、最終成績に寄与す

る各評価方法の割合や評価基準を「評価方法・基準」欄に明記するよう周知徹底を図っ

た。現行（令和５年度）のシラバスでは、複数の方法で成績評価を行うすべての科目に

ついて成績評価基準が適切に記載されている（資料 4, 12）。 

 

（５）改善状況を示す根拠となる資料等（以下に記述した資料は別添のとおり） 
資料 3 令和５年度 授業計画書（シラバス）データ入力の留意事項 

資料 4 令和５年度開講 薬学科専門科目シラバス 

資料 12 複数の方法で成績評価を行う科目一覧 
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検討所見 

改善すべき点（９）は、本評価時において、成績評価がいくつかの方法で行われて

いる科目について、最終成績に寄与する各評価方法の割合や評価基準が明記されて

いなかった状況に対して、改善を求めたものである。 

 この指摘に対して、大学は上記（４）の対応をとり、シラバスの作成にあたっては

授業担当教員に対して「授業計画書（シラバス）データ入力の留意事項」を配付し、

複数の方法で成績評価を行う科目については、最終成績に寄与する各評価方法の割

合や評価基準を「評価方法・基準」欄に明記するよう周知徹底を図った。 

 以上のことは上記（５）の根拠資料から確認できたので、指摘された問題点は改善

されたものと判断する。 
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改善すべき点（１０） 
（１）改善すべき点が指摘された『中項目』 
   ８ 成績評価・進級・学士課程修了認定 

 
（２）指摘事項 

「卒業前総括講義」の評価において、外部機関の 1 月末の国家試験模試の結果を取

り入れていることは不適切であるので、改善が必要である。 

 
（３）本評価時の状況 

「卒業前総括講義」（６年次後期、必修、１単位）の成績の評価方法・基準に「１月

中旬実施の独自試験（50問、100点満点）の点数×0.4 ＋ １月末の国家試験模試の点

数×0.6 が 60 点以上を合格とする。」という形で、外部機関の模試の結果を取り入れ

ていた。 

 

（４）本評価後の改善状況 
当指摘事項は、令和１(2019)年 10月の訪問調査の際に要検討案件として挙げられて

いたため、訪問調査終了後直ちに本学薬学教育評価ワーキンググループから当該科目

の主担当教員に対して改善の依頼を行った。改善内容は、令和２(2020)年１月 22日開

催の薬学部教授会において報告連絡事項として取り上げ、教授会構成員に周知した(資

料 13)。具体的には、令和２(2020)年度より、当該科目の成績の評価方法・基準を「１

月中旬実施の独自試験（50 問、100点満点）が 60点以上を合格とする。」とし、外部機

関の模試に依存しない成績評価方法に改めた（資料 14）。 

 
（５）改善状況を示す根拠となる資料等（以下に記述した資料は別添のとおり） 

資料 13 第 1256 回薬学部教授会（令和２年１月 22日）議事要録 

資料 14 令和５年度「卒業前総括講義」シラバス 

 

 

検討所見 

 改善すべき点（10）は、「但し書き」で指摘したもので、下記の改善がすでに完了

している。（2021 年６月） 

 令和２(2020)年度より、「卒業前総括講義」の成績の評価方法・基準を「１月中旬

実施の独自試験（50問、100 点満点）が 60点以上を合格とする。」とし、外部機関の

模試に依存しない成績評価方法に改めた。 
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改善すべき点（１１） 
（１）改善すべき点が指摘された『中項目』 
   １３ 自己点検・評価 

 
（２）指摘事項 

平成 26 年度の自己評価では「６年制薬学科教育の内部質保証」を目的としての評

価項目のすべてを評価しておらず不十分であるので、必要とする評価項目をすべて評

価するよう、改善が必要である。 

 

（３）本評価時の状況 

平成 26 年９月に熊本大学全体の評価の一環として行われた薬学部における自己評

価における評価項目は、教育、研究、社会貢献、国際化、男女共同参画、教育研究支援、

管理運営の各領域において設定されている。平成 26 年９月の自己評価書もこれらと同

じ評価項目において行われており、それらの項目には、薬学教育プログラムやカリキュ

ラム編成に関する評価項目も含まれている。ただし、この平成 26 年度の自己評価では

「６年制薬学科教育の内部質保証」を目的としての評価項目のすべてを評価しておら

ず不十分である。 

 

（４）本評価後の改善状況 
令和３年３月 24 日薬学教授会において、６年制薬学教育の自己点検・評価を恒常的

に実施・公表する仕組みが決定された（資料 15）。薬学教育評価機構による７年サイク

ルの評価の中間時点で、次期の評価基準に沿った自己点検・評価を実施すること、およ

び自己点検・評価の結果に基づいて改善を進め、改善状況を調査し報告することが柱と

なる。令和３年度以降の実施状況（予定を含む）は以下の通りであり、いずれも「６年

制薬学科教育の内部質保証」を目的とした評価項目を網羅したものとなっている。 

１）令和３(2021)〜５(2023)年度：本評価における「総合判定の結果の但し書きに対

する改善報告書」を薬学教育評価機構に提出した（令和３年３月 26日）。また、本評価

における提言への対応状況に関する中間点検を実施し、点検結果について報告書を作

成して薬学部ホームページ上で公開した（令和３年６月 23 日；資料 16）。令和５年度

末に薬学教育評価機構に改善報告書（本報告書）を提出し、第１期基準に基づく自己点

検・評価が完了する。 

２）令和４(2022)〜７(2025)年度：薬学教育評価の第２期基準に沿った自己点検・評

価を令和４年度に実施し、自己点検・評価書を薬学部ホームページ上で公表した（令和

５年３月 22 日；資料 16, 17）。自己点検・評価の結果、改善を要する事項等への対応

状況についての調査を今後実施し（令和６・７年度）、点検結果について報告書を作成

して公開する。 
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３）令和６(2024)〜９(2027)年度：令和８年度の教育状況について薬学教育評価機構

による評価（第２期基準）を令和９年度に受審する予定となっており、これに合わせて

自己点検・評価（準備作業を含む）を実施する。 

 
（５）改善状況を示す根拠となる資料等（以下に記述した資料は別添のとおり） 

資料 15 第 1274 回薬学部教授会（令和３年３月 24日）資料・議事要録 

資料 16 熊本大学薬学部ホームページ＞学部・大学院＞自己評価 

(https://www.pharm.kumamoto-u.ac.jp/outline/school/evaluate.html) 

資料 17 2022年度自己点検・評価書（薬学教育評価第２期基準） 

 

 

検討所見 

改善すべき点（11）は、本評価時において、平成 26年度の自己評価では「６年制

薬学科教育の内部質保証」を目的としての評価項目のすべてを評価しておらず不十

分であった状況に対して、改善を求めたものである。 

 この指摘に対して、大学は上記（４）の対応をとり、６年制薬学教育の自己点検・

評価を恒常的に実施・公表する仕組みを導入し、次期の評価基準に沿った自己点検・

評価を実施すること、およびその自己点検・評価の結果に基づいた改善状況を報告す

ることとした。 

 以上のことは上記（５）の根拠資料から確認できたので、指摘された問題点の改善

に向けて前向きに取り組んでいるものと判断する。今後、「６年制薬学科教育の内部

質保証」を目的とした評価項目を網羅した自己点検・評価が適切に実施されることを

期待する。 
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改善すべき点（１２） 
（１）改善すべき点が指摘された『中項目』 
   １３ 自己点検・評価 

 
（２）指摘事項 

自己点検・評価が恒常的に行われているとは言い難いので、自己点検・評価を継続的

に実施・公表するよう、改善が必要である。 
 
（３）本評価時の状況 

平成 30 年度現在公表されている「自己点検評価報告書」は平成 26 年に行ったもの

であり、それ以後の結果は報告されていない。したがって、自己点検・評価が恒常的に

行われているとは言い難い。 
 

（４）本評価後の改善状況 
前項に記載した通り、本評価後に本学薬学部における６年制教育の自己点検・評価の

体制に関して見直しが行われた（令和３年３月 24 日薬学教授会決定；資料 15）。令和

３年度以降の実施状況（予定を含む）は以下の通りであり、「６年制薬学科教育の内部

質保証」を目的とした自己点検・評価を恒常的に実施する体制としている。 

１）令和３(2021)〜５(2023)年度：本評価における「総合判定の結果の但し書きに対

する改善報告書」を薬学教育評価機構に提出した（令和３年３月 26日）。また、本評価

における提言への対応状況に関する中間点検を実施し、点検結果について報告書を作

成して薬学部ホームページ上で公開した（令和３年６月 23 日；資料 16）。令和５年度

末に薬学教育評価機構に改善報告書（本報告書）を提出し、第１期基準に基づく自己点

検・評価が完了する。 

２）令和４(2022)〜７(2025)年度：薬学教育評価の第２期基準に沿った自己点検・評

価を令和４年度に実施し、自己点検・評価書を薬学部ホームページ上で公表した（令和

５年３月 22 日；資料 16, 17）。自己点検・評価の結果、改善を要する事項等への対応

状況についての調査を今後実施し（令和６・７年度）、点検結果について報告書を作成

して公開する。 

３）令和６(2024)〜９(2027)年度：令和８年度の教育状況について薬学教育評価機構

による評価（第２期基準）を令和９年度に受審する予定となっており、これに合わせて

自己点検・評価（準備作業を含む）を実施する。 

またこれとは別に、令和３年度より全学的な取組みとしての自己点検・評価体制につ

いても見直しが行われ、教育研究、組織運営、施設設備等の各評価領域において所掌会

議が自己点検・評価を毎年度実施し、その結果を大学評価会議に報告するとともに、改

善が必要な場合は改善計画を定め、改善を実施している（資料 18）。 
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（５）改善状況を示す根拠となる資料等（以下に記述した資料は別添のとおり） 

資料 15 第 1274 回薬学部教授会（令和３年３月 24日）資料・議事要録 

資料 16 熊本大学薬学部ホームページ＞学部・大学院＞自己評価 

(https://www.pharm.kumamoto-u.ac.jp/outline/school/evaluate.html) 

資料 17 2022年度自己点検・評価書（薬学教育評価第２期基準） 

資料 18 熊本大学ホームページ＞基本情報＞大学評価＞自己点検・評価 

(https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kihonjoho/hyouka/ol3mgw) 

 

 

検討所見 

改善すべき点（12）は、本評価時において、自己点検・評価が恒常的に行われてい

なかった状況に対して、改善を求めたものである。 

 この指摘に対して、大学は上記（４）の対応をとり、６年制教育の自己点検・評価

の体制に関して見直しを行い、令和３年度以降は「６年制薬学科教育の内部質保証」

を目的とした自己点検・評価を恒常的に実施し、ＨＰ上で公表もしている。 

 以上のことは上記（５）の根拠資料から確認できたので、指摘された問題点は改善

されたものと判断する。 

 
 
 
 


